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（開会議会号）
　
初
め
て
と
な
る
「
通
年
議
会
」
が
５
月
14
日
に
開
会
し
、
議
長
・
副
議
長
の
選
挙
を

は
じ
め
、
議
会
選
出
の
監
査
委
員
、
各
常
任
委
員
会
の
委
員
な
ど
を
選
出
し
ま
し
た
。

議
長
に
西
尾
浩
次
議
員

副
議
長
に
丸
山
高
廣
議
員

就
任
あ
い
さ
つ

  議長、副議長を選出
議会の構成決まる

    　　　
本
開
会
議
会
に
お
い
て
、

市
長
よ
り
提
出
さ
れ
た
議
会

選
出
の
監
査
委
員
に
、
薦
田

育
子
議
員
を
選
任
す
る
こ
と

に
全
会
一
致
で
同
意
し
ま
し

た
。

　
監
査
委
員
は
、
地
方
自
治

法
に
基
づ
い
て
、
市
や
関
係

機
関
の
予
算
の
執
行
や
事
務

処
理
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い

る
か
を
検
査
す
る
の
が
主
な

仕
事
で
す
。

　
な
お
、
本
市
の
監
査
委
員

は
2
名
で
、
も
う
1
名
は
識

見
を
有
す
る
者
と
し
て
、
学

識
経
験
者
の
な
か
か
ら
選
ば

れ
て
い
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ま
に
は
、
平
素
か

ら
市
議
会
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力

に
心
か
ら
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

　
私
た
ち
は
、
こ
の
た
び
の
５
月

開
会
議
会
に
お
き
ま
し
て
、
議
員

各
位
の
ご
推
挙
に
よ
り
、
議
長
、

副
議
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。

も
と
よ
り
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す

が
、
議
会
の
円
滑
な
運
営
と
い
う

責
務
を
十
分
に
自
覚
し
、
市
民
の

皆
様
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
い
た

だ
き
な
が
ら
こ
の
重
責
を
担
っ
て

ま
い
り
ま
す
。

　

我
が
国
で
は
、
昨
年
末
の
総
選

挙
に
お
い
て
政
権
が
交
代
し
、
経

済
再
生
・
デ
フ
レ
脱
却
を
最
優
先

課
題
と
位
置
づ
け
、
日
本
経
済
の

建
て
直
し
に
積
極
的
に
取
り
組
ま

れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
地
方
財
政
へ
の
対
応

に
つ
い
て
は
、
防
災
・
減
災
事
業

な
ど
の
緊
急
事
業
が
特
別
枠
と
し

て
計
上
さ
れ
る
中
で
、
地
方
公
務

員
の
給
与
削
減
を
前
提
と
し
た
地

方
交
付
税
の
削
減
が
盛
り
込
ま
れ

る
な
ど
、
地
方
自
治
体
に
お
い
て

は
、
引
き
続
き
厳
し
い
行
財
政
運

営
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

本
市
議
会
と
い
た
し
ま
し
て

は
、
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
ま
い

り
ま
し
た
議
会
改
革
の
一
つ
の
成

果
と
し
て
、
こ
の
定
例
会
か
ら
新

た
な
運
営
ル
ー
ル
の
も
と
、
市
民

の
皆
様
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
明

る
い
未
来
を
実
現
す
る
た
め
、
政

策
・
制
度
面
で
の
積
極
的
な
提
案

や
行
政
に
対
す
る
監
視
機
能
の
充

実
に
努
め
、
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
ど
う
か
市
民
の
皆
様
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
今
後
と
も
市
議
会
へ

の
温
か
い
ご
支
援
と
ご
協
力
を
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
、
就
任
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

議
　
長
　
西 

尾 

浩 

次

副
議
長
　
丸 

山 

高 

廣

薦 

田 

育 

子

監
査
委
員
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③ 365 － 0527
②東野中 3 － 1136
①政友会

山
やま

 本
もと

　尚
ひさ

 生
お

③ 367 － 3565
②大野台 3 － 22 － 2
①日本共産党議員団

薦
こも

 田
だ

　育
いく

 子
こ

○総合計画、施政方針、重要施策の総合調整に関する
　こと。
○事務事業の効率化及び事務改善に関すること。
○職員の人事及び諸給与に関すること。
○危機管理に関すること。
○市民参加及び市民協働に関すること。
○生涯学習の振興に関すること。
○市民文化施策、男女共同参画社会、国際交流に関す
　ること。
○自治振興及び防犯に関すること。
○統計に関すること。
○広報、広聴及び市民相談に関すること。
○同和問題、人権啓発及び平和事業に関すること。
○財政に関すること。
○財産の管理に関すること。
○契約及び検査に関すること。
○情報公開、個人情報保護に関すること。
○市税に関すること。
○消防に関すること。
○学校教育、学校給食に関すること。
○文化財、スポーツ振興に関すること。
○児童、母子・父子家庭の福祉に関すること。
○その他

〔主な審査事項〕

政策調整室、総務部、市民部（市税に関する事
項に限る。）、議会事務局、出納室、教育委員会、
消防本部、選挙管理委員会、公平委員会、監査
委員及び固定資産評価審査委員会の所管に属す
る事項並びに他の常任委員会に属さない事項を
審査します。

③ 366 － 1615
②池尻中 1 － 32 － 1
①日本共産党議員団

北
きた

 村
むら

　栄
えい

 司
じ

③ 366 － 1101
②池尻北 2 － 3 － 1
①みらい創新

鳥
とり

 山
やま

 　 健
たけし

副
委
員
長 総 務 文 教

常任委員会
③ 365 － 1347
②池尻中 3 － 20 － 23
①フロンティアネット
 西
にし

 野
の

　榮
えい

 一
いち

委 

員 

長

③ 366 － 3953
②茱　木 3 － 169 － 1
①みらい創新
中
なか

 井
い

　新
しん

 子
こ

③ 366 － 1113
②池尻中 1 － 28 － 1
①新風会

小
お

 原
はら

　一
かず

 浩
ひろ

③ 366 － 4055
②東野西 1 － 950 － 34
①公明党
片
かた

 岡
おか

　由
ゆ

利
り

子
こ

会派構成の状況
 （会派名及び議員名は五十音順。◎印は幹事長）

会派名 所属議員名
公明党 ◎片岡　由利子　　德村　賢
新風会 ◎小原　一浩　　　諏訪　久義
政友会 　西尾　浩次　　◎山本　尚生

日本共産党議員団 ◎北村　栄司　　　薦田　育子
　松尾　巧

フロンティアネット 　田中　昭善　　◎西野　榮一
　丸山　高廣

みらい創新 　鳥山　健　　　◎中井　新子
　林　憲一郎
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③ 367 － 8805
②大野台 6 ー 21 － 9
①フロンティアネット

丸
まる

 山
やま

　高
たか

 廣
ひろ

保健福祉部、都市整備部、市民部（市税に関す
る事項を除く。）、水道局及び農業委員会の所管
に属する事項を審査します。

○社会福祉に関すること。
○高齢化対策に関すること。
○介護保険に関すること。
○健康管理及び健康増進施策に関すること。
○都市計画に関すること。
○開発行為、建築指導に関すること。
○下水道に関すること。
○道路、橋りょう及び河川に関すること。
○交通対策、放置自転車などの対策に関すること。
○公園及び緑化に関すること。
○住居表示に関すること。
○戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
○国民健康保険、国民年金、医療などに関すること。
○衛生及び清掃に関すること。
○環境保全対策に関すること。
○農業、商工業、消費生活に関すること。
○労働に関すること。
○水道に関すること。
○その他

〔主な審査事項〕

③ 366 － 3474
②大野台 7 － 15 － 5
①公明党

德
とく

 村
むら

 　 賢
さとし

　① 所属会派
　② 住　　所
　③ 電話番号

委 

員 

長

副
委
員
長

③ 366 － 9932
②大野中 316 － 3
①政友会

西
にし

 尾
お

　浩
こう

 次
じ

建 設 厚 生
常任委員会

③ 365 － 5235
②西山台 3 － 8 － 3
①新風会

諏
す

 訪
わ

　久
ひさ

 義
よし

③ 365 － 1771
②半田 2 － 362
①フロンティアネット

田
た

 中
なか

　昭
あき

 善
よし

③ 366 － 1801
②狭山 1 － 719 － 8
①みらい創新

林
はやし

 　憲
けんいちろう

一郎

③ 365 － 7238
②金剛 2 － 6 － 19
①日本共産党議員団

松
まつ

 尾
お

 　 巧
たくみ

各種委員会等
 （◎は委員長、○副委員長。議員名は五十音順。）

委員会名 委　　　員

議会運営委員会
○小原　一浩　　　片岡　由利子
◎北村　栄司　　　中井　新子
　西野　榮一　　　山本　尚生

道路・交通安全対
策特別委員会

　小原　一浩　　◎片岡　由利子
　北村　栄司　　　薦田　育子
　田中　昭善　　　西尾　浩次
　西野　榮一　　○林　憲一郎

議会改革特別委員
会

◎諏訪　久義　　　德村　賢
　鳥山　健　　　○中井　新子
　松尾　巧　　　　丸山　高廣
　山本　尚生

議会だより編集委
員会

　薦田　育子　　　諏訪　久義
　德村　賢　　　◎西野　榮一
　林　憲一郎　　○山本　尚生

南河内環境事業組
合議会議員 　小原　一浩　　　片岡　由利子
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議員報酬の
減 額 措 置

政務活動費
（政務調査費）
の状況

　去る３月議会定例会において、「大阪狭山市議会議員の議員報酬の額の特例に関する
条例の一部を改正する条例」を全会一致で可決・成立し、一昨年の７月１日から実施し
ています議員報酬を４％減額する措置を、平成２７年３月３１日まで延長しています。

（単位：円）

　昨年９月５日に地方自治法の一部を改正する法律が公布され、本年３月１日から施行して
います。この法改正に伴い、本市議会では「大阪狭山市議会政務調査費の交付に関する条例」
の一部改正を昨年１２月２１日に可決成立し、法の施行に合わせて本年３月１日から施行
しています。

■政務活動費とは
　地方自治法第１００条第１４項から第１６項までの規定
に基づき、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一
部として交付されているものです。
　本市議会においては、大阪狭山市議会政務活動費の交付
に関する条例により、各会派（所属議員が１人の場合も含

■政務活動費を充てることができる経費の範囲とは

■平成２４年度の各会派の収支報告

　政務活動費は、大阪狭山市議会
政務活動費の交付に関する条例に
より、政務活動費を充てることが
できる範囲が定められています。
　なお、改正条例の施行時期を勘
案し、平成２４年度については、
改正前の『政務調査費』と同様に
取り扱うために経過措置が設けら
れており、改正後の『政務活動費』
の実際の運用は平成２５年度から

区　　分 公明党 新風会 政友会 日本共産党議員団 フロンティアネット みらい創新
政務調査費交付額（利息含む） 840,026 840,033 840,030 1,260,016 1,330,082 1,190,049

研  究  研  修  費 84,474 14,814 14,814 22,221 302,264 96,739
調　 査　 旅 　費 0 106,580 261,240 0 140,115 139,490
資  料  作  成  費 3,010 66,675 0 329,777 6,809 0
資  料  購  入  費 178,553 134,495 196,796 100,930 195,666 134,075
広　　 報　　 費 146,085 108,987 770 382,305 190,155 60,895
広　　 聴　　 費 0 0 0 0 0 53,000
人　　 件　　 費 0 0 0 0 0 0
事　 務　 所　 費 0 0 0 0 0 0
そ の 他 の 経 費 425,653 243,026 151,352 263,544 351,116 325,394
支　 出　 合　 計 837,775 674,577 624,972 1,098,777 1,186,125 809,593
返 還 額（ 残 額 ） 2,251 165,456 215,058 161,239 143,957 380,456

平
成
25
年
５
月
１
日
発
行
、
議
会
だ
よ
り
№174

の
議
決
結
果
に
お
い
て
、

中
井
新
子
議
員
の
会
派
所
属
の
記
載
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
正
し
い
所
属

会
派
は
、「
み
ら
い
創
新
」
で
す
。
お
詫
び
申
し
上
げ
、
訂
正
い
た
し
ま
す
。

訂 正

条例改正の主なポイント
◎『政務調査費』の名称を『政務活動費』に改めました。
◎法改正により、交付の目的が「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改めら
　れたため、同様に改めました。
◎政務活動費を充てることができる経費の範囲を規定しました。
◎法改正により、議長は政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとされたことに
　伴い、使途の透明性の確保に関する議長の権限を拡大しました。

政務活動費
（政務調査費）
の状況

む。）に対して、議員１人当たり月額３５，０００円の政務
活動費が交付されます。
　本市議会においては、平成１５年８月から収支報告書へ
の領収書等の証拠書類の添付を義務づけており、市民の理
解と透明性を深めるよう努めています。

項　目 内　　　　　　　　　容
研 究 研 修 費 会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員が

他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費

調 査 旅 費 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

資 料 作 成 費 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
資 料 購 入 費 会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広 　 報 　 費 会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするた
めに要する経費

広 　 聴 　 費 会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見を吸収するための
会議等に要する経費

人 　 件 　 費 会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
事 務 所 費 会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費
その他の経費 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費 となります。

平成２４年度の政務調査費の使途基準


